
 

 

                             情個審 第 ２８ 号 

                             平成２７年７月２２日 

 

 茨城県知事 橋本 昌 殿 

 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

                         委員長 大和田 一雄 

 

   行政文書不開示決定に対する異議申立てについて（答申） 

 

 平成２６年８月２５日付け管諮問第１号で諮問のありました下記事案について，別紙の

とおり答申します。 

 

記 

 

「公用車の一元管理に関する文書」不開示決定（不存在）に係る異議申立事案 

 

 

（情報公開諮問第１６９号） 

（情報公開答申第１４３号） 



 

 1 

第１ 審査会の結論 

 実施機関が行った不開示決定は，妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 行政文書の開示請求 

平成２６年７月４日，異議申立人は，茨城県情報公開条例（平成１２年

茨城県条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき，茨城

県知事（以下「実施機関」という。）に対して，次に掲げる内容の行政文

書の開示を請求した。 

 

茨城県所有の公用車において他都道府県のナンバー登録しているのは

なぜか。しかも，公用車の管理は一元化していない。 

 

２ 実施機関の決定及び通知 

実施機関は，平成２６年７月１６日，「公用車の管理は一元化していな

い。」に係る行政文書については，存在しないとして，不開示決定（以下

「本件処分」という。）を行い，また，平成２６年７月１７日，「茨城県

所有の公用車において他都道府県のナンバー登録をしているのはなぜか。」

に係る行政文書についても，保有していないとして，不開示決定を行い，

異議申立人に通知した。 

 

３ 異議申立て 

 平成２６年８月１５日，異議申立人は，実施機関が行った本件処分の取

消しを求めて，行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規

定に基づき，実施機関に対して異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

  本件処分を取り消すとの決定を求める。 

 

２ 異議申立ての理由 

 異議申立人が，異議申立書，異議申立人意見書及び異議申立人補足意見

書において主張しているところは，おおむね次のとおりである。 

（１）公用車の一元管理については，「共用自動車の管理について（昭和５

３年３月３０日付け管第１０４号茨城県総務部長通知。以下「共用自動

車管理要領」という。）」第２条第１項で，自動車は，総務部管財課長

が管理すると規定されている。 
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（２）公用車の故障時又は異常時等の日常的な管理に関する規定が不明であ

る。 

 

（３）公用車は県の財産であり，その管理方法があいまいであるならば，県

の管理能力が問われる。 

 

（４）県職員は，地方公務員の立場を理解し，県民に奉仕すべき立場である

ことを考えるべきである。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

 実施機関が，諮問庁意見書及び諮問庁補足意見書において主張している

ところは，おおむね次のとおりである。 

１ 公用車とは，一般に，道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以

下「車両法」という。）第２条第２項に規定する自動車であって，県が所

有するものをいうが，車両法第４８条の規定による定期点検などの日常の

管理については，本庁にあっては，事業主管課長，出先機関にあっては，

その機関の長（以下併せて「課長等」という。）が行っている。 

 

２ 公用車を使用する者は，道路交通に係る関係法令を守り，絶えず安全運

転に努めつつ，故障又は異常を発見したときは，速やかに課長等に報告し

ているところである。 

 

３ 公用車の管理については，特定の課で一元的に管理する手法も考えられ

るが，本県においては，上記のとおり課長等が行っており，公用車を一元

管理していないことから，開示請求に係る行政文書は存在しない。 

 

４ よって，開示請求に係る行政文書が存在しないことを理由に行った本件

処分は妥当であると判断する。 

 

５ 異議申立人は，共用自動車管理要領を根拠に管財課長が一元管理をして

おり，その関係書類が存在すると主張しているものと思料する。 

 

６ 共用自動車管理要領は，公用車のうち，本庁の集中管理に係る自動車で，

管財課が所管している運転手付きの自動車２台，バス３台を「共用自動車」

とした上で，その管理，運用について定めたものであって，公用車を一元

管理するための要領ではない。 
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７ したがって，実施機関が共用自動車管理要領に基づき，公用車の一元管

理を行っているとする異議申立人の主張は否認する。 

 

第５ 審査会の判断 

   当審査会は，本件諮問事案について審査した結果，次のように判断する。 

１ 本件処分に係る行政文書について 

  本件処分に係る行政文書は，公用車を一元的に管理していることがわか

る文書（以下「本件行政文書」という。）であると認められる。 

実施機関は，公用車を一元管理していないため，本件行政文書は存在し

ないとしているが，異議申立人は，公用車の一元管理については，共用自

動車管理要領で規定されていると主張しているため，以下本件処分の妥当

性について検討する。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

当審査会において，共用自動車管理要領を見分したところ，当該要領は，

管財課が所管している公用車の管理及び運用について定めたものであって，

本件行政文書には該当しないと認められる。 

また，実施機関の説明によると，公用車は課長等が管理をしていて，一

元管理をしていないとのことであり，他に本件行政文書の存在をうかがわ

せる事情も認められないことから，本件行政文書は存在しないとする実施

機関の説明に不自然・不合理な点はないと認められる。 

したがって，本件行政文書は存在しないとして実施機関が行った本件処

分は，妥当であると判断する。 

 

 ３ 異議申立人のその他の主張について 

   異議申立人のその他の主張については，上記判断を左右するものではな

いと判断する。 

 

４ 結論 

 以上により，「第１ 審査会の結論」のように判断する。 
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第６ 審査会の処理経過 

   本件異議申立てに係る審査会の処理経過は，次のとおりである。 

 

  年   月   日 内         容 

平成２６年 ８月２５日 諮問受理 

平成２６年１０月 ９日 諮問庁意見書受理 

平成２７年 ２月１３日 異議申立人意見書受理 

平成２７年 ３月１３日 諮問庁補足意見書受理 

平成２７年 ４月 ６日 異議申立人補足意見書受理 

平成２７年 ５月２７日 審査（平成２７年度第２回審査会第一部会） 

平成２７年 ７月 ２日 審査（平成２７年度第３回審査会第一部会） 

 


